
平成２５年１０月１６日 
こども家庭部子育て支援課 

 
練馬区子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 
１ 制度の概要 
  別紙１のとおり 
 
２ 区市町村子ども・子育て支援事業計画の記載事項 

⑴ 必須記載事項 

① 教育・保育提供区域の設定 

② 各年度における教育・保育の量の見込みならびに実施しようとする教育・保育

の提供体制の確保の内容およびその実施時期 

     ア 各年度における教育・保育の量の見込み 

  イ 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容およびその実施時期 

③ 各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込みならびに実施しよう

とする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容およびその実施時期 

     ア 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

  イ 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容お

よびその実施時期 

④ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供および当該教育・保育

の推進に関する体制の確保の内容 

⑵ 任意記載事項 

① 区市町村子ども・子育て支援事業計画の理念等 

② 産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確

保に関する事項 

③ 子どもに関する専門的な知識および技術を要する支援に関する都道府県が行う

施策との連携に関する事項 

     ア 児童虐待防止対策の充実 

     イ 母子家庭および父子家庭の自立支援の推進 

     ウ 障害児施策の充実等 

④ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用

環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

⑤ 区市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期 

⑥ 区市町村子ども・子育て支援事業計画の期間 

⑦ 区市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検および評価 

 

３ 策定スケジュール 

  別紙３のとおり 



子ども・子育て支援新制度の概要について 
 
 ６．子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提

供（イメージ） 
 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

１．子ども・子育て支援新制度とは 
○平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援関

連３法」に基づく制度 

○幼児期の教育・保育、子育て支援の質・量を充実

させることを目的とする 

○子育て当事者の意見を反映させた「区市町村子ど

も・子育て支援事業計画」を策定するなど、より

地域の実情に沿った子育て支援施策の展開を目指

す 

２．今後取り組むべき課題 

○質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供 

○保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 
・待機児童の解消 
・地域の保育の支援 
・教育・保育の質的改善 

○地域の子ども・子育て支援を充実 

３．制度の創設 

○認定こども園制度の改善 
・新たな幼保連携型認定こども園の創設 
・認可・指導権限を一本化し、認可権限を大都市に移譲 

○子どものための教育・保育給付の共通化 
・施設型給付（認定こども園、幼稚園、保育所）の創設 
・地域型保育給付（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型

保育、事業所内保育）の創設 

○地域の子ども・子育て支援の充実 
・妊婦や乳児に関する事業 

・多様な保育サービスの充実に関する事業 

・地域での子育て支援に関する事業 

 など13事業を法定化 

４．子ども・子育て支援事業計画とは 

○子ども・子育て家庭の実態に応じた事業を計画的に推進するため、

５年を１期として、地方自治体に策定が義務付けられたもの 

○計画を定める際は、子どもと保護者の置かれている環境や意向等

を勘案するよう努めることが法定（ニーズ調査の実施） 

○計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ審議会その他合議

制の機関を設置している場合はその意見を聞かなければならない 

 

＜子ども・子育て支援事業計画の主な内容＞ 

○幼児期の教育・保育、地域の子育て支援について、区市町村が定

める区域ごとに、５年間の計画期間における「量の見込み」「確保

の内容」「実施時期」を定める 

○産休・育休後の保育施設等の円滑な利用の確保 

○ワークライフバランスに係る施設との連携、等 

５．子ども・子育て会議とは 

○子ども・子育て支援の事業・給付を、子ども・子育て当事者やニ

ーズに合ったものとするため、子どもの保護者や事業主代表、子

ども・子育て支援事業に関わる者等の意見を反映させるために設

置（国は必置、地方自治体は努力義務） 

○区市町村における子ども・子育て会議では、区市町村子ども子育

て支援事業計画の策定に意見を述べるだけでなく、支援施策の実

態状況について評価等を行う役割を担う 

＜子ども・子育て会議の役割＞ 

以下の事項について意見を述べること 

○区市町村子ども・子育て支援事業計画の策定・変更 

○教育・保育施設を給付対象として確認する際の利用定員の設定 

○地域型保育事業を給付対象として確認する際の利用定員の設定 

○子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項、及び当該施策の実施状況 

満３歳以上の子どもを持

つ、保育を利用せず家庭

で子育てを行う家庭 

 
満３歳以上の子どもを持

つ、保育を利用する家庭 

 
満３歳未満の子どもを持

つ、保育を利用する家庭 

満３歳未満の子どもを持

つ、保育を利用せず家庭

で子育てを行う家庭 

地域子ども・子育て支援事業 ※対象事業の範囲は法定 

子どものための教育・保育給付 

施設型給付 
（認定こども園、幼稚園、保

育所） 

地域型保育給付 
（小規模保育、家庭的保育、

居宅訪問型保育、事業所内保

育） 

・地域子育て支援拠点事業 
・一時預かり 
・乳児家庭全戸訪問事業、等 

 
・延長保育事業 
・病児・病後児保育事業 

・放課後児童クラブ 

ニーズ調査による需要の調査・把握 

区市町村子ども・子育て支援事業計画の策定 

計画的な整備・事業の実施 

子
ど
も
・
子
育
て
会
議 

意
見
の
反
映 

 

 

 

 

 

別紙１ 



　

【H27年度】
H27.4月～

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～７月

次世代育成支援
行動計画

・平成24年
度実施状況
取りまとめ

・実施状況
を区議会に
報告

3月末
法律失効

　　三法施行

子ども・子育て
会議

・子ども・
子育て会議
条例

・第１回子
ども子育て
会議（次世
代評価・
ニーズ調査
審議）
→9/30開催

・第２回子
ども子育て
会議（ニー
ズ調査結
果・計画策
定方針）

・第３回子
ども・子育
て会議（計
画素案審
議）

新制度準備対応

【H26年度】
H26.4月～H27.3月

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（イメージ）

【H25年度】
H25.4月～H26.3月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
画
施
行
・
一
元
的
実
施
体
制

子ども・子育て
支援事業計画

確保策の検討（都へ報告・協議）基本指針通知

保育緊急確保事業検討=保育計画改定 保育緊急確保事業の実施

ニーズ調査・供給量調査

次世代育成支援行動計画レビュー

保育必要性認定事務

運用の準備

公定価格の骨格を踏まえた認定子ども園等への移行に関する
幼稚園設置者への意向調査⇒確認事務

教育保育提供区域の設定

保育需給状況の把握

ニーズ調査仕様検討 計画素案策定検討 パブコメ

計画事業調査・計画事業検討

認可基準・確認基準・保育必要性認定基準等の検討 運用の準備

量の見込みの検討（都へ報告・協議）

計画決定

別紙２

公定価格
骨格提示
（予定）

量の見込み集計
の手引き（予定）

利用定員の設定検討

年５回程度の開催を予定


